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「大量調理施設衛生管理マニュアル」の一部改正について（通知） 

 

 平素は社会福祉事業の推進につきまして、格別のご尽力をいただき、厚くお礼申し上

げます。 

 さて、標記のことについて、別添のとおり島根県から情報提供がありました。 

調理施設の衛生管理については、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づく衛生管

理の徹底を、島根県から依頼してあるところですが、ノロウイルス食中毒対策に関して、

当該マニュアルの一部が改正されています。 

当該マニュアルは、「同一食材を使用し、１回３００食以上又は１日７５０食以上を提

供する調理施設」に適用されるものですが、食中毒を予防するため、この要件に該当し

ない社会福祉施設等についても、このマニュアルに基づく衛生管理に努めていただきま

すようお願いいたします。 

 

 

※「大量調理施設衛生管理マニュアル」の全文については、以下の厚生労働省ホームページ

に掲載されています。 

  
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/131022_1.pdf 
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